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道交法改正における
パブリックコメントとポイントまとめ

株式会社スマートドライブ
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2021年11月10日 警察庁パブリックコメント 1/6

安全運転管理者の選任事
業所が対象となります。

2022年4月と10月の2段階
での施行となります。

出展：警察庁HP https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki
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2022年4月より「目視等」で
の確認が法令で義務化され
ます。

2022年10月より「検知器」
での確認が法令で義務化さ
れます。

検知器については、アル
コールを検知する事ができ
る、以上の基準は設けられ
ていません。

出展：警察庁HP https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki


4

2021年11月10日 警察庁パブリックコメント 3/6

走行毎に前後にチェックす
る必要は無く、1日の業務開
始時と業務終了時のみで良
いものになります。

出展：警察庁HP https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki
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直行直帰・遠隔地での業務
等の場合は、「携帯型」の検
知器の携行を推奨していま
す。

非対面で発生する可能性の
あるなりすましを防止する為
に「カメラ・モニター」の利用
を推奨しています。

携帯電話による対応も可能
としているものの、毎日「運
転者数×2回」の電話と測定
結果の記録・1年の保管をし
ていく必要があり、管理部
門・現場管理者の方々業務
負担が極めて高くなる事が
懸念されます。

出展：警察庁HP https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki
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2022年4月より8項目の
記録・1年の保管が法令で
義務化されます。

出展：警察庁HP https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki
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・安全運転管理者の選任の
有無
・安全運転管理者の業務の
実施状況について確認をさ
れます。

出展：警察庁HP https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#kouki
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出社後・運転前 帰社後・運転後 直行・運転前 直帰・運転後

酒気帯びの有無の確認タイミング

酒気帯びの有無の確認タイミング＝業務の開始前後（直行直帰時も、もちろん必要です）

業務の開始前後の運転者に対する確認

※走行毎に前後にチェックする必要は無く、1日の業務開始時と業務終了時のみで良いものになります。

道交法改正のポイント

会社出社後での外出 直行・直帰



携帯型
アルコール検知器使用

酒気帯びの有無の確認
対面に準ずる適宜の方法

2022/10～
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酒気帯び確認の内容の記録

酒気帯び確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること（下記1～8が必要）

(1) 確認者名、(2)運転者、(3)運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、 番号等、(4)確認の日時、

(5) 確認の方法 ア／アルコール検知器の使用の有無 イ／対面でない場合は具体的方法、(6)酒気帯びの有無、(7)指示事項、(8)その他必要な事項

道交法改正のポイント

酒気帯びの有無の確認
目視

対面での
アルコール検知器使用

酒気帯び確認の
内容の記録

酒気帯び確認の
内容の記録

2022/10～

出社後・運転前 帰社後・運転後 直行・運転前 直帰・運転後

会社出社後での外出 直行・直帰



酒気帯び確認の
内容の記録

直行・運転前 直帰・運転後

直行・直帰

携帯型
アルコール検知器使用

酒気帯びの有無の確認
対面に準ずる適宜の方法

2022/10～
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酒気帯びの有無の確認

運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、

当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること

「目視等で確認」とは…運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。

道交法改正のポイント

酒気帯びの有無の確認
目視

対面での
アルコール検知器使用

酒気帯び確認の
内容の記録

2022/10～

出社後・運転前 帰社後・運転後

会社出社後での外出

 



酒気帯び確認の
内容の記録

携帯型
アルコール検知器使用

2022/10～

酒気帯びの有無の確認
目視

対面での
アルコール検知器使用

酒気帯び確認の
内容の記録

2022/10～

出社後・運転前 帰社後・運転後

会社出社後での外出

11

酒気帯びの有無の確認・直行直帰の場合等

対面での確認が困難な場合には、対面に準ずる適宜の方法で実施が必要（下記①or②）

①カメラ・モニター等によって、安全運転管理者が運転手の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

②携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、

　アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

道交法改正のポイント

直行・運転前 直帰・運転後

直行・直帰

酒気帯びの有無の確認
対面に準ずる適宜の方法

 



酒気帯びの有無の確認
目視
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アルコール検知器の使用等

国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行う必要あり

検知器については、アルコールを検知する事ができる、以上の基準は設けられていません。

道交法改正のポイント

酒気帯び確認の
内容の記録

直行・運転前 直帰・運転後

直行・直帰

携帯型
アルコール検知器使用

酒気帯びの有無の確認
対面に準ずる適宜の方法

2022/10～

対面での
アルコール検知器使用

酒気帯び確認の
内容の記録

出社後・運転前 帰社後・運転後

会社出社後での外出

 
2022/10～
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酒気帯びの有無の確認・直行直帰の場合等
道交法改正のポイント

酒気帯び確認の
内容の記録

携帯型
アルコール検知器使用

2022/10～

酒気帯びの有無の確認
目視

対面での
アルコール検知器使用

酒気帯び確認の
内容の記録

2022/10～

出社後・運転前 帰社後・運転後

会社出社後での外出

直行・運転前 直帰・運転後

直行・直帰

酒気帯びの有無の確認
対面に準ずる適宜の方法

 

直行直帰の場合等には、携帯型アルコール検知器等が推奨されています

①カメラ・モニター等によって、安全運転管理者が運転手の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

②携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、

　アルコール検知器による測定結果を報告させる方法


